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(57)【要約】
【課題】画像の色調の変化によって演出の趣向性を向上
させることが可能な遊技機を提供すること。
【解決手段】表示領域９１１に演出用画像が表示される
表示装置９１と、前記演出用画像の少なくとも一部の色
調を段階的に変化させる（第１段階画像２１ｓ、第２段
階画像２２ｓ・・・）色調変化演出を実行することが可
能な演出実行手段と、を備える遊技機１とする。前記色
調変化演出を通じて当否判定結果を報知するための識別
図柄１０や保留表示１１の色調は維持されるようにする
ことが望ましい。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域に演出用画像が表示される表示装置と、
前記演出用画像の少なくとも一部の色調を自動的に段階的に変化させる演出色調変化演出
を実行することが可能な演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、表示装置に表示される背景画像の色調を所定の契機に基づいて変
更する遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－０６６００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、画像の色調の変化によって演出の趣向性を向上させ
ることが可能な遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、表示領域に演出用画像が
表示される表示装置と、前記演出用画像の少なくとも一部の色調を自動的に段階的に変化
させる演出色調変化演出を実行することが可能な演出実行手段と、を備えることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機によれば、画像の色調の変化によって演出の趣向性を向上させる
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】（ａ）は表示装置（表示領域）に初期色調画像および識別図柄や保留表示が表示
された状態を示した図であり、（ｂ）は識別図柄群を構成する識別図柄の一覧を示した図
である。
【図３】時間経過と色調の変化の関係を示したグラフである。
【図４】第１段階画像～第４段階画像を示した図である。
【図５】色調変化演出と先読み連続演出の関係を説明するための図である。
【図６】色調変化演出の成功結末およびそれ以降の演出の流れを示した図である。
【図７】色調変化演出の失敗結末およびそれ以降の演出の流れを示した図である。
【図８】色調変化演出が失敗結末となったかとみせかけて、継続する場合の演出の流れを
示した図である。
【図９】第一具体例を説明するための図である。
【図１０】第二具体例を説明するための図である。
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【図１１】第三具体例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。遊技機１は遊技盤９
０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されており、発射装置９０８（
発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２に案内する通路を構成
するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている。
【０００９】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口などが設けられて
いる。表示装置９１は、遊技盤９０の後方に設けられており、表示装置９１の表示領域９
１１は遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて視認可能となる領域である。なお、各
図においては、表示領域９１１を大まかに略方形状に記載するが、その形状等は適宜変更
可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１自体の形状や大きさを変更するこ
とで表示領域９１１の形状等を変更することができる）。
【００１０】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１１】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１２】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１３】
　当否の抽選（当否判定）は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が、図１
に示す始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口
９０４は複数設けられていてもよい）。なお、本実施形態では入賞「口」（入賞した遊技
球が内部に取り込まれるもの）であるが、入賞「領域」（入賞した遊技球がそのまま遊技
領域９０２を流下するもの。入賞領域をゲートのような態様としたものが例示できる）で
あってもよい。始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から数値（当否判
定情報）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同じである場合には大
当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。また、始動入賞口９０４は、遊技球の進入
が検出されることを契機として所定数の遊技球（いわゆる賞球）が払い出されるものでな
くてもよい。
【００１４】
　また、本実施形態では、上記当否判定を行うための数値が取得された順に当否判定結果
の報知が開始されることとなるが、ある数値が取得されたときに、それより前に取得され
た数値に基づく当否判定結果が報知されている際には、当該ある数値に基づく当否判定結
果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に設けられた記憶手段に記憶される。
未だ当否判定結果の報知が開始されていない数値（以下、保留（情報）と称することもあ
る）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定することができる。本実施形態における記
憶手段が記憶できる最大の保留情報の数は四つである。なお、当否判定を行うために取得
された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定するための数値として
も利用される。表示領域９１１には、当該保留情報の存在を示す表示がなされる（保留表
示１１が表示される）。また、始動入賞口９０４に入賞したことを契機として即座に当否
判定を行い、当否判定結果自体を記憶手段に記憶させておく構成としてもよい（かかる場
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合には、当否判定結果それ自体が保留情報ということになる）。
【００１５】
　当否判定結果が大当たりであるかはずれであるかは、表示装置９１の表示領域９１１に
表示される複数種（本実施形態では七種）識別図柄１０の組み合わせによって報知される
（図２（ａ）参照）。本実施形態では、それぞれが複数種の識別図柄１０を含む三つの識
別図柄群１０ｇ（左識別図柄群１０ｇＬ・中識別図柄群１０ｇＣ・右識別図柄群１０ｇＲ
）が変動表示される。本実施形態では、各識別図柄１０は「１」～「７」の数字を含む（
図２（ｂ）参照）。各識別図柄１０は、数字以外の構成要素を含むものであってもよいが
、各図においては簡易的に数字のみを図示する。各識別図柄群１０ｇは、ある当否判定結
果を報知する演出の開始と同時に変動を開始し、大当たりに当選している場合には識別図
柄１０は最終的に所定の組み合わせで停止する。当該所定の組み合わせとしては、同じ識
別図柄１０の三つ揃いが例示できる。はずれである場合には識別図柄１０は大当たりとな
る組み合わせ以外の組み合わせで停止する。
【００１６】
　大当たりに当選した場合には大当たり遊技が実行される。大当たり遊技は、大入賞口９
０６が頻繁に開放状態となり、遊技者が多くの遊技球（いわゆる出玉）を獲得することが
できるものであって、公知の遊技機と同様であるため詳細な説明を省略する。
【００１７】
　本実施形態にかかる遊技機１は、図示されない演出実行手段（演出制御用の基板（サブ
制御基板）に構築された回路）により、種々の演出が実行される。当該演出の一種として
、色調変化演出を実行することが可能である。以下、当該色調変化演出について詳細に説
明する。
【００１８】
　色調変化演出は、表示装置９１の表示領域９１１に表示される演出用画像（動画、静止
画の両方を含む）の少なくとも一部の色調を段階的に変化させていく演出である。表示領
域９１１に表示される演出用画像としては、上記識別図柄１０や保留表示１１といったも
のが含まれるが、本実施形態では、識別図柄１０や保留表示１１の背景として表示される
背景画像２０の色調を段階的に変化させていく（図４参照）。
【００１９】
　識別図柄１０は、当否判定結果を示すものである。また、後述する先読み連続演出等、
各種演出に関与するものである。つまり、遊技者が特に注視するものであるといえる。し
たがって、当該識別図柄１０の色調を変化させることで識別図柄１０の視認性が悪化して
しまわないよう、色調変化演出を通じて識別図柄１０の色調は維持される。
【００２０】
　保留表示１１は、上述した当否判定情報の存在を示すものである。記憶手段に記憶され
ている当否判定情報の数（多くの当否判定情報が記憶されている場合には遊技球の発射を
停止した方が良い場合があるため、遊技者は当該数に注目する）や、保留表示１１の態様
（保留表示１１の態様によって対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性を示唆する
演出が実行可能であるものに限る）は、遊技者が特に注視するものであるといえる。した
がって、当該保留表示１１の色調を変化させることで保留表示１１の視認性が悪化してし
まわないよう、色調変化演出を通じて保留表示１１の色調は維持される。
【００２１】
　後述するように、本実施形態の色調変化演出は、画像の明度を段階的に低下させていく
ものであるから、識別図柄１０や保留表示１１も同様に明度を低下させていくと、視認性
の悪化が顕著になる。ゆえに、識別図柄１０や保留表示１１の色調を維持する意義が大き
い。また、ここでいう「色調を維持する」とは、色調変化演出と同様の色調変化は発生し
ないという意味である。つまり、色調変化演出とは異なる演出が発生したことを示すため
の、識別図柄１０や保留図柄の色調変化は許容される。後述するように、本実施形態の色
調変化演出は、画像の明度を段階的に低下させていくものであるところ、識別図柄１０や
保留表示１１を示す画像の明度を低下させる演出以外の色調の変化は許容される。例えば
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、保留表示１１の態様によって対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性を示唆する
演出（いわゆる保留変化演出）を実行するために、保留表示１１の態様（色調）を変化さ
せることは許容される。
【００２２】
　ここで、「段階的」とは、時間の経過と色調の変化の関係を表した図形が、直線状とな
る（比例的になる）ものを除く意味である。つまり、時間の経過と色調の変化の関係を表
した図形が、階段状となるものである（図３参照）。換言すれば、ある色調が設定された
状態が所定の期間維持され、その後色調の変化が発生し当該色調が所定の期間維持される
というものである。
【００２３】
　また、色調を変化させる対象となる画像が経時的に変化する映像（動画）であれば、色
調の変化を契機として、映像を構成する色調以外の要素の態様が大きく変化するといった
構成にはならないようにされる。また、色調を変化させる対象となる画像が静止画であれ
ば、色調の変化を契機として、静止画を構成する色調以外の要素の態様が大きく変化する
といった構成にはならないようにされる。つまり、色調を変化させる対象となる画像が動
画であるか静止画であるかに拘わらず、色調を変化させる前後で当該画像の連続性は保た
れるようにするとよい。
【００２４】
　本実施形態では、「色調」として遊技者視点での画像の明度（明るさ）が設定されてい
る。当該明度の制御手法はどのようなものであってもよい。遊技者視点で、表示領域９１
１に表示される画像の「黒の割合」が段階的に変化するような制御手法であればよい。本
実施形態では、画像の明度が段階的に低く（段階的に暗く）なっていくよう制御される。
「暗さ」の度合が異なる画像として、色調変化演出が実行されていない状態（最も明るい
状態；以下、初期色調画像２０ｓ（図１（ａ）参照）と称することもある）を除いて、四
段階の画像が設定されている。以下では、当該各段階の画像を明度が高い方から順に、第
１段階画像２１ｓ（図４（ａ）参照）、第２段階画像２２ｓ（図４（ｂ）参照）、第３段
階画像２３ｓ（図４（ｃ）参照）、第４段階画像２４ｓ（図４（ｄ）参照）と称すること
とする。最も明度が低い（暗い）画像である第４段階画像２４ｓは、初期色調画像２０ｓ
（図１（ａ）参照）に対して最も変化の度合が大きい画像である（本発明における最大変
化画像に相当する）。本実施形態における第４段階画像２４ｓは、黒一色の画像である。
このように変化するため、遊技者の視点で見た背景画像２０の視認性は、第１段階画像２
１ｓ、第２段階画像２２ｓ、第３段階画像２３ｓ、第４段階画像２４ｓの順で段階的に低
下していくことになる。なお、各図においては、初期色調画像２０ｓを太線で、第１段階
画像２１ｓを細線（初期色調画像２０ｓよりも細い線）で、第２段階画像２２ｓを一点鎖
線で、第３段階画像２３ｓを点線で、第４段階画像２４ｓ（黒一色の画像）を複数の傾斜
線（ハッチング）で描いている。
【００２５】
　なお、段階的に変化させる「色調」として設定される要素は明度に限られるものではな
い。「青」「緑」「赤」といったように、画像の色味そのものが変化していく構成として
もよい。ただし、本実施形態のように、画像が含む「特定の色」（同じ色）の度合が変化
していく構成とすることが好ましい。つまり、本実施形態では、遊技者視点での画像が含
む「黒」の度合が段階的に変化するものであるといえる。例えば、「黄」の度合が変化し
ていくようにしてもよい。また、明度が段階的に高くなっていく変化は、「白」の度合が
高くなっていく変化であるともいえる。このように、画像が含む「特定の色」（同じ色）
の度合が変化していく構成、すなわち同じ種類の画像構成要素の増減により画像の変化を
示す構成とすることで、色調の段階的な変化が遊技者にはっきりとは伝わりにくい（おぼ
ろげな）変化となるため、面白みのある演出とすることが可能である。
【００２６】
　色調変化演出は、画像の色調の変化に対し、遊技者が関与しないような構成とすること
が望ましい。当該「関与」とは、遊技者の「直接的」な関与が色調の変化に繋がることを
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いう。本実施形態における色調変化演出も、遊技者が遊技しない限り画像変化演出は発生
しないものであるため、厳密には色調の変化に対し「間接的」には遊技者が関与している
ものであるといえるが、このような関与は含まないものとする。
【００２７】
　直接的な「関与」の例としては、遊技機が備える操作手段（公知の演出用のボタン等が
例示できる）の操作を契機としたものが挙げられる。つまり、操作手段を操作（一回の操
作、連続的な操作（連打）、長押し等、種々の操作態様が例示できる）することを契機と
して色調が変化するような演出態様が挙げられる。また、所定の範囲に遊技者の手等が入
り込んだことを検出するセンサ等を設け、当該センサ等に遊技者の手等が検出されること
を契機として色調が変化するような演出態様が挙げられる。このように、遊技者の動作が
色調の変化に直接的な影響を与えるような色調変化演出ではないことが望ましい。なお、
遊技者に対し、操作手段の操作等、所定の動作を求める演出において、遊技者が所定の動
作を十分に行わなかった場合に、色調が自動的に変化するようなものも、遊技者が直接的
に関与することに含まれるものとする。また、色調変化演出が開始されてから終了するま
で、遊技者に対し、所定の動作を求める演出が発生するようにすることを否定するもので
はない。つまり、当該所定の動作が、色調の変化に直接的に繋がらなければよいのであっ
て、色調の変化以外の演出効果を発現する演出として、当該所定の動作を求める演出が発
生することがあってもよい。
【００２８】
　このように、本実施形態における色調変化演出は、遊技者が演出に直接的に関与するよ
うな動作を行うことなく、「自動的」に色調の変化が発生するものであることが望ましい
。遊技者の直接的な関与があると、自らの動作が色調の変化に直接的に繋がるがゆえに、
遊技者が色調の変化に容易に気付いてしまい面白みに欠けることになるからである。つま
り、本実施形態のような構成とすることで、遊技者がはっきりと気づかないうちに色調が
変化していくといった面白みのある演出とすることが可能である。また、上述したように
、本実施形態における色調変化演出は、同じ種類の画像構成要素の増減（同じ種類の「色
」の増減）により画像の変化が示されるものであるため、このような変化態様と遊技者の
直接的な関与を排除することが相まって、遊技者がはっきりと気づかないうちに色調が変
化していくという演出効果をより高めることが可能となる。
【００２９】
　このような基本的な演出態様を有する本実施形態にかかる色調変化演出は、先読み連続
演出と絡めて実行されるものである。以下、かかる点について説明する。なお、色調変化
演出や先読み連続演出がそれぞれ単独で発生しうる構成とすることを否定するものではな
い。
【００３０】
　先読み連続演出は、ある当否判定結果（以下、対象当否判定結果と称することもある）
が大当たりとなる蓋然性を、対象当否判定結果よりも先に当否判定結果の報知が完了する
一または複数の先の当否判定結果を報知する演出を利用するものである。換言すれば、対
象当否判定結果が保留情報として記憶手段に記憶されている段階において、当該対象当否
判定結果が大当たりとなる蓋然性を示唆する演出が実行されるものである。つまり、先の
当否判定結果を報知する識別図柄１０（識別図柄群１０ｇ）が変動し、当該当否判定結果
（はずれ）を示す識別図柄１０の組み合わせ（所定の態様）で停止し、再び変動を開始す
ること一または複数回繰り返すものである（図５参照）。一般的には、当該繰り返しの回
数が多くなればなるほど、対象当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高くなるように設
定される。本実施形態では、先読み連続演出中は、先の当否判定結果（はずれ）を示す識
別図柄１０の組み合わせは、遊技者にチャンスであることを示す態様（いわゆるチャンス
目）とされる。当該態様としては種々設定することができる。その一例としては「１・２
・３」「５・６・７」といった「順目」となる態様が挙げられる。また、このような法則
性がなく、所定の態様で識別図柄１０が停止するとともに何らかの演出が発生するように
することで、先読み連続演出が発生していることを示してもよい。
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【００３１】
　本実施形態では、識別図柄１０が所定の態様で停止する前後で背景画像２０の色調が変
化するように設定されている。換言すれば、先の当否判定結果を報知する識別図柄１０（
識別図柄群１０ｇ）が変動している最中に第Ｘ段階画像（Ｘは１～４の自然数）が表示さ
れ（図５（ａ）参照）、識別図柄１０が所定の態様で停止し（図５（ｂ）参照）、次の当
否判定結果（先の当否判定結果である場合もあれば、対象当否判定結果である場合もある
）を報知するための識別図柄１０の変動が開始されて当該変動が継続している最中には第
Ｘ＋１段階画像が表示される（図５（ｃ）参照）ように設定される。つまり、識別図柄１
０が所定の態様で停止することを契機として、背景画像２０の色調を変化させる。なお、
背景画像２０の色調を変化させるタイミングは、識別図柄１０が停止するタイミングと同
時に限られるものではない。識別図柄１０が停止することを契機として色調が変化してい
るというような印象を遊技者に与えるタイミングであれば、識別図柄１０が停止するタイ
ミングとは多少異なるタイミングであってもよい。
【００３２】
　色調変化演出の結末は、大きく分けて成功結末と失敗結末に区分けされる。色調変化演
出の結末が成功結末となった場合には、対象当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高ま
る。本実施形態における色調変化演出の成功結末は、第４段階画像２４ｓ（黒一色の背景
画像２０）が表示されること（図６（ａ）参照）に設定されている。つまり、初期色調画
像２０ｓ（色調変化演出発生前の画像）に対して最も色調の変化度合が大きい画像が表示
されることが成功結末として設定されている。したがって、対象当否判定結果が大当たり
となる蓋然性が高まったことが示されることが決定された場合には、対象当否判定結果を
報知する演出が開始されてから（対象当否判定結果を報知する識別図柄１０（識別図柄群
１０ｇ）の変動が開始されてから）の背景画像２０が第４段階画像２４ｓとなるように設
定されている。
【００３３】
　本実施形態では、成功結末となる場合において、先読み連続演出に用いる先の当否判定
結果が一つ（先読み回数が二回）である場合には、色調変化演出は、第３段階画像２３ｓ
（先の当否判定結果を報知する演出）→識別図柄１０停止→第４段階画像２４ｓ（対象当
否判定結果を報知する演出）というように進行する。先読み連続演出に用いる先の当否判
定結果が二つ（先読み回数が三回）である場合には、色調変化演出は、第２段階画像２２
ｓ（対象当否判定結果よりも二つ先の当否判定結果を報知する演出）→識別図柄１０停止
→第３段階画像２３ｓ（対象当否判定結果よりも一つ先の当否判定結果を報知する演出）
→識別図柄１０停止→第４段階画像２４ｓ（対象当否判定結果を報知する演出）というよ
うに進行する。先読み連続演出に用いる先の当否判定結果が三つ（先読み回数が四回）で
ある場合には、色調変化演出は、第１段階画像２１ｓ（対象当否判定結果よりも三つ先の
当否判定結果を報知する演出）→識別図柄１０停止→第２段階画像２２ｓ（対象当否判定
結果よりも二つ先の当否判定結果を報知する演出）→識別図柄１０停止→第３段階画像２
３ｓ（対象当否判定結果よりも一つ先の当否判定結果を報知する演出）→識別図柄１０停
止→第４段階画像２４ｓ（対象当否判定結果を報知する演出）というように進行する。こ
のように構成すれば、先読み一回毎に進行する色調の変化は、必ず一段階分ということに
なるから、色調が大きく変化することによって色調の変化が分かりやすくなり過ぎてしま
うのを防止することが可能である。
【００３４】
　ただし、この制御手法はあくまで一例である。対象当否判定結果を報知する演出中に第
４段階画像２４ｓが表示されるように制御されるものであればよい。例えば、必ず一回目
の先の当否判定結果報知する演出中には、第１段階画像２１ｓが表示されるようにし、先
読み回数によっては、色調の段階を飛ばして、対象当否判定結果を報知する演出中に第４
段階画像２４ｓが表示されるように制御されるようにしてもよい。
【００３５】
　本実施形態では、色調変化演出が成功結末（図６（ａ）参照）となった場合、所定の演
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出に移行（図６（ｂ）参照）し、当該所定の演出の結末によって対象当否判定結果が大当
たりであるかはずれであるかが報知される。当該所定の演出は一種のみ設定されていても
よいし、複数種設定されていてもよい。遊技者の視点でいえば、第４段階画像２４ｓが表
示されることにより所定の演出への移行が生じ、対象当否判定結果が大当たりとなる可能
性が残されることとなる。なお、色調変化演出そのものによって当否判定結果が報知され
る構成としてもよい。例えば、色調変化演出が最終段階（本実施形態では第４段階画像２
４ｓの表示）まで進行すれば、対象当否判定結果の大当たりが確定する設定としてもよい
。
【００３６】
　色調変化演出は、失敗結末となる場合には、第４段階画像２４ｓが表示される段階まで
至らない。つまり、第１段階画像２１ｓ～第３段階画像２３ｓのいずれかが表示される段
階まで移行した上で終了する。つまり、初期色調画像２０ｓが表示された状態に戻る。こ
こで、本実施形態では、色調変化演出が失敗結末となる場合、どの段階の色調変化まで移
行した場合であっても、直接的に初期色調画像２０ｓが表示された状態に戻るよう設定さ
れている。例えば、第３段階画像２３ｓまで進行して演出が終了する場合には、第２段階
画像２２ｓ→第１段階画像２１ｓ→初期色調画像２０ｓといった順で段階的に色調が変化
していく（本実施形態に則していえば、段階的に明るくなっていく）のではなく、第３段
階画像２３ｓ（図７（ａ）参照）から一気に初期色調画像２０ｓ（図７（ｂ）参照）に戻
る。
【００３７】
　このような構成とすることで、演出が終了した場合の色調の変化が大きくなる（厳密に
は、第１段階画像２１ｓから初期色調画像２０ｓに変化する場合を除いて大きくなる）か
ら、演出が終了したことを分かりやすくすることが可能である。また、遊技者が、色調変
化演出の進行に気付かなかった場合（演出の進行時の色調の変化が小さく、気づかなかっ
た場合）であっても、終了時の変化によって、色調変化演出が実行されていたことに気づ
きやすいという作用もある。
【００３８】
　なお、本実施形態では、色調変化演出の結末が失敗結末となる場合には、その後報知さ
れる当否判定結果が大当たりとなることはないような設定とされるが、失敗結末となった
場合であっても、当否判定結果が大当たりとなることがある設定としてもよい。
【００３９】
　また、色調変化演出の結末が失敗結末となる、すなわち初期色調画像２０ｓに一旦戻っ
た後、再び第Ｘ段階画像が表示されることがある構成としてもよい。つまり、色調変化演
出の結末が失敗結末となったかのようにみせかけ、色調変化演出に再度移行する（復活演
出が発生する）ことがあるようにしてもよい。この場合、第Ｘ段階画像が表示される時点
まで色調変化演出が進行した後（図８（ａ）参照）、初期色調画像２０ｓに戻った（図８
（ｂ）参照）のであれば、再度色調変化演出が発生するときには、第Ｘ＋１段階画像が表
示される時点から色調変化演出が再開される（図８（ｃ）参照）ようにするとよい。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態にかかる遊技機１によれば、色調が段階的に変化する
という従来にない趣向性の高い演出を実行することが可能である。特に、本実施形態のよ
うに、先読み連続演出と色調の段階的な変化を絡めた演出態様とすることで、当該演出の
趣向性をさらに高めることが可能である。
【００４１】
　以下、上記実施形態にかかる遊技機１を変形、改良等した例（具体例）について説明す
る。なお、以下の具体例を用いて説明する事項を複数組み合わせて適用した構成としても
よい。
【００４２】
○第一具体例（図９参照）
　上記実施形態では、色調変化演出が先読み連続演出と絡めて実行されることを説明した
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が、擬似連続演出と絡めて実行することも可能である。擬似連続演出は、対象当否判定結
果を報知する演出中において、変動する識別図柄１０（識別図柄群１０ｇ）を一旦擬似的
に停止（完全に停止はしていないものの遊技者が停止しているように見える態様をいう。
例えば、図柄がわずかに揺れているような態様とする）させ、再び変動を開始することを
一または複数回繰り返すものである。一般的には、当該繰り返しの回数が多くなればなる
ほど、対象当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高くなるように設定される。
【００４３】
　本例では、擬似連続演出中において擬似的に停止する識別図柄１０の組み合わせは、遊
技者にチャンスであることを示す態様（いわゆるチャンス目）とされる。当該態様として
は種々設定することができる。その一例としては「１・７・３」「３・７・４」といった
ように、中識別図柄群１０ｇＣから選択されて擬似的に停止する図柄が「７」の識別図柄
１０となる態様が挙げられる。なお、先読み連続演出と擬似連続演出の両方が実行可能な
構成とする場合には、先読み連続演出の発生を示すいわゆるチャンス目と、擬似連続演出
の発生を示すいわゆるチャンス目は、両演出の区別を容易にするために、異なる態様とす
ることが好ましい。また、擬似的に停止する識別図柄１０の組み合わせにこのような法則
性がなく、所定の態様で識別図柄１０が停止するとともに何らかの演出が発生するように
することで、擬似連続演出が発生していることを示してもよい。
【００４４】
　かかる擬似連続演出において、識別図柄１０が所定の態様で擬似的に停止する前後で背
景画像２０の色調が変化するように設定される。換言すれば、ある擬似的な停止が発生す
る前における識別図柄１０（識別図柄群１０ｇ）が変動している最中に第Ｘ段階画像が表
示され（図９（ａ）参照）、当該ある擬似的な停止（図９（ｂ）参照）が発生した後、識
別図柄１０の変動が開始されて当該変動が継続している最中には第Ｘ＋１段階画像が表示
される（図９（ｃ）参照）ように設定される。つまり、識別図柄１０が所定の態様で擬似
的に停止することを契機として、背景画像２０の色調を変化させる。なお、背景画像２０
の色調を変化させるタイミングは、識別図柄１０が擬似的に停止するタイミングと同時に
限られるものではない。識別図柄１０が擬似的に停止することを契機として色調が変化し
ているというような印象を遊技者に与えるタイミングであれば、識別図柄１０が停止する
タイミングとは多少異なるタイミングであってもよい。
【００４５】
　このように、色調変化演出は、擬似連続演出と絡めて実行することが可能である。先読
み連続演出と擬似連続演出は、変動する識別図柄１０が停止または擬似的に停止し、再び
変動を開始するという点（ともに連続演出であるという点）で共通する。当該識別図柄１
０の停止または擬似的な停止を境として色調の変化を発生させるようにして色調変化演出
を制御することで、連続演出と色調変化演出は、互いに相乗効果をもたらすものとなる。
【００４６】
○第二具体例（図１０参照）
　画像の色調が変化することを示唆する区切演出が発生する構成とする。当該区切演出は
、画像の色調の変化を前もって予告するようなタイミングで発生する設定としてもよいし
、画像の色調が変化するタイミングとほぼ同時に発生し、画像の色調の変化とリンクする
ような構成（図１０（ａ）～（ｃ）参照）としてもよい。
【００４７】
　区切演出の具体的な態様としては種々考えられる。例えば、所定の範囲を移動すること
が可能な可動部材３０（いわゆる可動役物）を動作させることを区切演出として設定する
ことが考えられる。可動部材３０の態様や駆動機構等はどのようなものであってもよい。
可動部材３０は、その動作によって色調変化演出が実行されている表示領域９１１に重な
る範囲まで移動するものである（図１０（ｂ）参照）ことが望ましい。
【００４８】
　また、色調の変化の段階に応じて可動部材３０の動作の態様が異なるような構成として
もよい。つまり、初期色調画像２０ｓから第１段階画像２１ｓへの変化時に発生する第１
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段階動作、第１段階画像２１ｓから第２段階画像２２ｓへの変化時に発生する第２段階動
作・・・といったように、各段階の動作を異なるものとする。また、複数種の可動部材３
０を備えた構成とし、色調の変化の段階に応じて動作させる可動部材３０の種類を異なら
せるものとしてもよい。このように、色調の変化の段階に応じた可動部材３０の動作が設
定される構成や、色調の変化の段階に応じて動作する可動部材３０の種類が異なるといっ
た構成とすることで、色調変化演出の趣向性をさらに高めることが可能である。なお、こ
のように可動部材３０を動作させる等の演出が発生しない構成とする場合であっても、色
調変化演出が上述した先読み連続演出や擬似連続演出と絡めて実行される構成とするので
あれば、識別図柄１０が所定の態様で停止または擬似的に停止するということが、区切演
出に相当するものであるともいえる。
【００４９】
○第三具体例（図１１参照）
　一または複数回の単位演出を含む演出であって、当該単位演出の発生回数によって当否
判定結果を示唆するものにおいて、単位演出間で画像の色調が変化する設定とする。一ま
たは複数回の単位演出を含む演出の一例としては、公知のステップアップ演出を挙げるこ
とができる。ステップアップ演出は、関連性のある演出要素を含む演出が連続的に実行さ
れるものである。例えば、あるキャラクタの画像が表示されることを一回の単位演出とす
るものが考えられる。当該キャラクタの画像は、単位演出毎（ステップ毎）に変化するよ
うにしてもよい。
【００５０】
　このようなステップアップ演出と色調変化演出を絡めて実行する。つまり、ある単位演
出（ステップＹの演出（Ｙは自然数））と組み合わされて第Ｘ段階画像が表示され（図１
１（ａ）参照）、次の段階の単位演出（ステップＹ＋１の演出）と組み合わされて第Ｘ＋
１段階画像が表示される（図１１（ｂ）参照）・・・といった構成とする。このように、
ステップアップ演出を構成する単位演出（各ステップ）と、色調の変化の段階がリンクす
るようにすることで、色調変化演出の趣向性をさらに高めることが可能である。なお、こ
のようなステップアップ演出等の演出が発生しない構成とする場合であっても、色調変化
演出が上述した先読み連続演出や擬似連続演出と絡めて実行される構成とするのであれば
、これらの連続演出は一または複数回の単位演出（識別図柄１０が所定の態様で停止また
は擬似的に停止することが単位演出の区切りとみなすことができる）によって構成される
ものであるということができるため、単位演出間で色調の変化が発生するものであるとい
うことができる。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００５２】
　例えば、上記実施形態にかかる遊技機１はいわゆるぱちんこ遊技機であるが、ぱちんこ
遊技機特有の要素を備えていることを前提として説明した部分を除き、回動式遊技機等の
他の遊技機に対し同様の技術思想を適用することが可能である。
【００５３】
　上記実施形態から得られる具体的手段を以下に列挙する。
【００５４】
・手段１
　表示領域に演出用画像が表示される表示装置と、
前記演出用画像の少なくとも一部の色調を段階的に変化させる色調変化演出を実行するこ
とが可能な演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
【００５５】
　手段１にかかる遊技機によれば、色調が段階的に変化するという従来にない趣向性の高
い演出を実行することが可能である。
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【００５６】
・手段２
　前記演出用画像の少なくとも一部の色調の変化が発生することを示唆する区切演出が実
行可能であることを特徴とする前記手段１に記載の遊技機。
【００５７】
　手段２にかかる遊技機のように区切演出が発生するようにすることで、段階的な色調の
変化を分かりやすくすることが可能である。
【００５８】
・手段３
　単位演出の発生回数によって当否判定結果を示唆する複合演出において、当該単位演出
間で前記演出用画像の少なくとも一部の色調が変化するように設定されていることを特徴
とする前記手段１または手段２に記載の遊技機。
【００５９】
　手段３にかかる遊技機のように、単位演出の発生回数と色調の変化がリンクする構成と
することで、複合演出と絡めた趣向性の高い演出とすることが可能である。
【００６０】
・手段４
　当否判定結果を報知するための識別図柄が所定の態様で停止または疑似停止した後、再
び変動を開始する連続演出において、
前記識別図柄が所定の態様で停止または疑似停止する前後で前記演出用画像の少なくとも
一部の色調が変化するように設定されていることを特徴とする前記手段１から手段３のい
ずれかに記載の遊技機。
【００６１】
　手段４にかかる遊技機のように、連続演出と色調の段階的な変化を絡めた演出とするこ
とも可能である。
【００６２】
・手段５
　前記色調変化演出を通じて当否判定結果を報知するための識別図柄の色調が維持される
ことを特徴とする前記手段１から手段４のいずれかに記載の遊技機。
【００６３】
　当否判定結果を報知するための識別図柄は遊技者が特に注目するものであるから、手段
５にかかる遊技機のように、識別図柄については色調が維持されるようにして視認性が悪
化しないようにするとよい。
【００６４】
・手段６
　前記色調変化演出を通じて未だ当否判定結果を報知する演出が開始されていない当否判
定情報の存在を示す保留表示の色調が維持されることを特徴とする前記手段１から手段５
のいずれかに記載の遊技機。
【００６５】
　当否判定情報の存在を示す保留表示は、当否判定情報の数等を把握するために遊技者が
特に注目するものであるから、手段６にかかる遊技機のように、保留表示については色調
が維持されるようにして視認性が悪化しないようにするとよい。
【００６６】
・手段７
　前記色調変化演出は、前記演出用画像の少なくとも一部が、演出発生前の初期色調画像
に対して最も変化度合が大きい最大変化画像に至ることが遊技者にとって有利な結末とし
て設定されていることを特徴とする前記手段１から手段６のいずれかに記載の遊技機。
【００６７】
　手段７にかかる遊技機のように、遊技者にとって有利な状況となる条件が最大変化画像
に至ることであるという設定とすることで、段階的な色調の変化に対する遊技者の注目を
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【００６８】
・手段８
　前記色調変化演出は、前記最大変化画像に至らない場合には途中の色調がどの段階にあ
っても、直接的に前記初期色調画像が表示された状態に戻ることによって演出の終了が示
されることを特徴とする前記手段７に記載の遊技機。
【００６９】
　手段８にかかる遊技機のように、最大変化画像に至らない場合には、直接的に初期色調
画像に戻るようにすることで、演出が終了したことを分かりやすくすることが可能である
。
【００７０】
・手段９
　前記色調変化演出における前記演出用画像の少なくとも一部の色調の変化は、画像の明
度を低下させる変化であることを特徴とする前記手段１から手段８のいずれかに記載の遊
技機。
【００７１】
　手段９にかかる遊技機のように、画像が段階的に暗くなるような変化態様とすることで
、従来にない演出効果を発現するものとすることが可能である。
【００７２】
・手段１０
　前記最大変化画像は、前記演出用画像の少なくとも一部が黒一色となるものであること
を特徴とする手段７を引用する手段９、または手段８を引用する手段９に記載の遊技機。
【００７３】
　画像が段階的に暗くなるような変化態様とする場合には、手段１０にかかる遊技機のよ
うに、演出用画像の少なくとも一部が黒一色となるインパクトのある最大変化画像とする
ことが可能である。
【００７４】
・手段１１
　前記色調変化演出は、前記演出用画像の少なくとも一部の色調の変化に対し遊技者を関
与させる演出ではないことを特徴とする手段１から手段１０のいずれかに記載の遊技機。
【００７５】
　色調の変化に遊技者が関与する態様とすると、色調の変化に容易に気付いてしまうため
面白みに欠ける。手段１１にかかる遊技機のような構成とすることで、遊技者がはっきり
と気づかないうちに色調が変化するといった状況が発生し得ることになる。
【符号の説明】
【００７６】
１　遊技機
１０　識別図柄
１１　保留表示
２０　背景画像
２０ｓ　初期色調画像
２１ｓ　第１段階画像
２２ｓ　第２段階画像
２３ｓ　第３段階画像
２４ｓ　第４段階画像
３０　可動部材
９１　表示装置
９１１　表示領域
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